
○嬉野市建設工事条件付一般競争入札実施要領

平成21年2月2日

告示第13号

(目的)

第1条　この告示は、嬉野市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」とい

う。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)において実施する条件付一般競争入札

に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条　この告示において「条件付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち、地方自治法施行令

(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により定めた資格を有する

不特定多数の者によって入札を行う方法をいう。

(対象工事)

第3条　条件付一般競争入札は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の建設工事に

ついて実施することができるものとする。

(1)　土木一式工事及び建築一式工事　設計価格2億円以上

(2)　前号以外の工事　設計価格5,000万円以上

(入札参加資格)

第4条　条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号の全ての要件を満たし、かつ、次条各項に

規定する審査を受け、第6条第2項に規定する当該入札に参加する資格を有する旨の通知を受けた

者とする。

(1)　自治令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は

未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。

(2)　当該工事に対応する業種について法第3条の規定による建設業の許可を受けている者である

こと。

(3)　当該工事に対応する業種について営業年数(法第3条に規定により許可を取得した後の年数)

が3年以上あること。

(4)　佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定に

より入札参加資格の決定を受けた者であること。

(5)　嬉野市建設工事等入札参加者の資格等に関する規則(平成18年嬉野市規則第47号)第2条の要

件を備えたものであること。

(6)　次条第1項の規定による入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日

から開札の日までの間において、嬉野市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要

領(平成18年嬉野市告示第8号)による指名停止を受けていない者であること。

(7)　申請書の提出期限の日以前6箇月から開札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形

等を出していない者であること。

(8)　開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)

の規定に基づく更生又は再生手続の申立てがなされた者でないこと。ただし、更生又は再生計

画の許可が決定されたもので、申請書を再度提出し、第4号の決定を受けている者を除く。

(9)　当該工事の他の入札参加資格者(特定建設共同企業体にあっては他の構成員を含む。)と、資

本、人事面又は技術面において強い関連がある者でないこと。

2　前項の規定にかかわらず、市長は、工事の種類又は性質により、次に掲げる事項を入札参加に必

要な要件に加えることができる。

(1)　当該工事と同種又は類似工事の施工実績があること。

(2)　当該工事において適性と認められる技術者を配置できること。

(3)　その他必要な事項

(入札参加資格審査申請等)

第5条　条件付一般競争入札参加に必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)

は、条件付一般競争入札に係る公告(以下「入札公告」という。)において指定する期間内に、入

札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下「申請書等」という。)を1部提

出するものとする。

(1)　同種工事の施工実績表(様式第2号)

(2)　配置予定技術者調書(様式第3号)



(3)　その他市長が必要と認めるもの

2　申請者が特定建設工事共同企業体の場合にあっては、前項に掲げる入札参加資格審査申請書を特

定建設企業体入札参加資格審査申請書(嬉野市特定建設工事共同企業体取扱要領(平成21年嬉野市

告示第7号。以下「企業体取扱要領」という。)様式第1号)に代えて提出するものとし、前項各号

の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)　共同企業体協定書(企業体取扱要領様式第2号)

(2)　共同企業体編成表(企業体取扱要領様式第3号)

(入札参加資格の確認)

第6条　前条第1項の規定により申請書等を提出した申請者の入札参加資格は、競争入札参加資格審

査委員会(以下「委員会」という。)に諮り決定するものとする。なお、委員会は、当分の間、嬉

野市入札参加者指名審査委員会規程(平成20年嬉野市訓令第16号)第3条に規定する第1種(1号)委員

会及び第1種(2号)委員会をもってこれに代える。

2　前項の規定により入札参加資格の有無を確認した場合は、その旨を速やかに、入札参加資格確認

通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第7条　前条の規定により入札参加資格を有する旨の確認を受けた者が、その後資格要件を満たさな

くなったとき、又は申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、入札に参加することが

できないものとする。

(入札公告)

第8条　入札公告は、嬉野市ホームページに登載して行わなければならない。

2　入札公告には、入札参加の要件その他必要な事項を記載しなければならない。

3　入札公告の内容は、委員会に諮り決定するものとする。

(入札説明書等の公表)

第9条　入札説明書、提出資料作成要領、縦覧設計書、切り抜き設計書及び図面のほか、入札参加者

の見積りに必要な情報は、入札公告の公告後速やかに公表するものとする。

(入札説明書に対する質問及び回答)

第10条　申請者は、前条の規定により公表している情報の内容について、入札公告により指定する

期間に書面又は電子メールにより質問をすることができる。

2　市長は、前項の質問に対しては、速やかに回答するものとする。

(見積期間)

第11条　入札参加者の見積りに要する期間は、申請書等の提出期限の翌日から起算することとす

る。ただし、第9条に規定する入札説明書等の公表が公告後速やかに行われていない場合は、この

限りでない。

(苦情処理)

第12条　入札参加資格の確認の結果及び条件付一般競争入札の手続等に関し、不服又は異議がある

者は、入札公告により指定した期間内に書面により、市長に理由の説明を求めることができる。

2　市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により速やかに回答するものとする。

附　則

この告示は、公布の日から施行する。

附　則(令和6年9月5日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。
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